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敗
戦
直
後
の
海
外
神
社

─
朝
鮮
の
神
社
を
例
に
─山　

口　

公　

一

は
じ
め
に

　

朝
鮮
半
島
に
お
い
て
は
、
日
本
の
植
民
地
下
に
置
か
れ
る
以
前

か
ら
、
在
朝
日
本
人
を
中
心
に
神
社
が
建
て
ら
れ
て
き
た
。
朝
鮮

に
お
け
る
神
社
・
神
祠
数
は
、
敗
戦
直
前
に
は
、
一
〇
〇
〇
程
度

を
数
え
た）

1
（

。

　

ま
た
、
皇
民
化
政
策
期
と
い
わ
れ
る
一
九
三
七
年
以
降
は
、
朝

鮮
半
島
に
お
け
る
神
社
で
、
朝
鮮
人
の
各
層
、
大
人
か
ら
子
ど
も

に
至
る
ま
で
神
社
へ
の
参
拝
が
強
い
ら
れ
た
時
期
で
あ
り
、
今
日

の
韓
国
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
日
本
の
植
民
地
支
配
の
「
記
憶
」

と
し
て
、
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
終
結
は
、
日
本
に
は
「
敗
戦
」
を
、
朝

鮮
半
島
に
は
「
光
復
」、
す
な
わ
ち
植
民
地
支
配
の
終
焉
を
も
た

ら
せ
た
。
こ
の
と
き
、
一
〇
〇
〇
前
後
を
数
え
た
朝
鮮
に
お
け
る

神
社
・
神
祠
は
、
ど
の
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
敗
戦
直
後
の
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
の
様
子
を
、
可

能
な
限
り
、
明
ら
か
に
し
、
そ
の
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
考
察
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
朝
鮮
半
島
の
神
社

　

「
韓
国
併
合
」
以
前
に
も
朝
鮮
半
島
に
は
神
社
が
存
在
し
た
。

例
え
ば
、
一
八
七
六
年
、
日
朝
修
好
条
規
以
後
、
直
ち
に
開
港
さ

れ
た
釜
山
は
、
一
九
〇
五
年
の
日
露
戦
争
後
に
は
、
一
五
〇
〇
〇

人
の
日
本
人
人
口
を
有
す
る
朝
鮮
半
島
最
大
の
在
朝
日
本
人
社
会

を
形
成
す
る
に
至
っ
た）

2
（

。
い
わ
ば
国
家
的
海
外
進
出
を
担
っ
た

「
中
下
層
」
を
中
心
と
す
る
在
朝
日
本
人
社
会
の
形
成
は
、
海
上

交
通
安
全
や
日
朝
通
商
の
発
展
を
願
う
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
役

割
に
加
え
て
、
在
朝
日
本
人
社
会
の
一
体
性
を
意
識
さ
せ
る
、
在

朝
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
維
持
を
図
る
役
割
を
、
神
社
に

求
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た）

3
（

。

　

京
城
居
留
民
団
役
所
が
ま
と
め
た
『
京
城
発
達
史
』（
一
九
一

二
年
）
は
、
在
朝
日
本
人
の
神
社
信
仰
の
習
慣
に
つ
い
て
、
以
下

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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我
日
本
人
が
遠
く
母
国
を
離
れ
て
朝
鮮
に
移
住
し
国
情
風

俗
の
異
な
れ
る
天
地
に
生
長
す
れ
ば
知
ら
ず
知
ら
す
敬
神
の

風
を
錆
磨
す
る
に
至
る
や
も
計
り
難
し
、
此
崇
高
善
美
な
る

習
慣
が
異
境
の
散
漫
な
る
国
情
と
腐
敗
せ
る
空
気
に
触
れ
て

消
滅
せ
ん
こ
と
を
防
が
ん
と
欲
せ
ば
、
常
に
子
弟
に
敬
神
の

風
を
鼓
吹
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
況
ん
や
当
世
の
如
き
種
々
の

誘
惑
が
往
々
我
青
年
の
精
神
を
麻
痺
し
て
敬
神
の
風
を
錆
磨

せ
ん
と
す
る
の
時
に
於
て
を
や）

4
（

　

故
郷
を
離
れ
て
、
国
情
風
俗
の
異
な
る
朝
鮮
半
島
で
生
き
る
日

本
人
が
、
世
代
を
経
る
ご
と
に
、
敬
神
の
風
を
錆
び
付
か
せ
、
失

っ
て
い
く
こ
と
を
防
止
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
日
本
人
と
し

て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
維
持
す
る
役
割
を
果
た
す
神
社
が

必
要
で
あ
る
と
、
在
朝
日
本
人
社
会
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た）

5
（

、
神

社
の
創
建
に
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

こ
う
し
て
、
朝
鮮
半
島
に
も
、
神
社
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
一
九
二
五
年
に
鎮
座
し
た
官
幣
大
社
朝
鮮
神
宮
は
、
日

本
人
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
崇
敬
の
場
と
し
て
、「
半

島
人
民
を
し
て
永
へ
に
報
本
反
始
の
誠
を
致
さ
し
む
る
」
こ
と
を

そ
の
役
割
と
し
て
担
う
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
「
朝
鮮
統
治
上
最

も
緊
要
な
事
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

6
（

。

　

こ
の
こ
と
は
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
の
役
割
に
、
朝
鮮
人
へ
の

「
国
風
の
移
植
」
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
例
え
ば
、

鎮
座
以
降
、
毎
年
四
月
二
日
に
行
わ
れ
た
朝
鮮
神
宮
勧
学
祭
で
、

朝
鮮
人
新
入
児
童
が
納
め
た
誓
詞
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

　

テ
ン
ノ
ウ
ヘ
イ
カ
ノ
ゴ
オ
ン　

ソ
セ
ン
フ
ボ
ノ
ゴ
オ
ン
ニ

ヨ
ツ
テ  

ワ
タ
ク
シ
ハ　

ハ
ジ
メ
テ
ガ
ツ
コ
ウ
ニ　

ニ
フ
ガ

ク
ス
ル
コ
ト
ガ
デ
キ
マ
シ
タ　

コ
レ
カ
ラ
ハ
セ
ン
セ
イ
ヤ　

オ
ヤ
ノ
イ
ヒ
ツ
ケ
ヲ
マ
モ
ツ
テ　

ヨ
ク
マ
ナ
ビ
ヨ
ク
ツ
ト
メ　

リ
ッ
パ
ナ
ニ
ホ
ン
ジ
ン
ト
ナ
リ　

オ
ク
ニ
ノ
タ
メ
ニ
ツ
ク
ス

コ
ト
ヲ　

チ
ョ
ウ
セ
ン
ジ
ン
グ
ウ
ノ
オ
ホ
マ
エ
ニ　

オ
チ
カ

イ
イ
タ
シ
マ
ス）

7
（

　

勧
学
祭
で
は
、
総
督
府
学
務
局
長
や
京
城
府
学
務
課
長
ら
関
係

官
並
び
に
各
校
長
参
列
の
下
で
、
巻
頭
に
神
印
を
押
捺
し
た
修
身

教
科
書
を
受
け
取
っ
た
新
入
児
童
が
、
そ
れ
ぞ
れ
担
任
教
師
か
保

護
者
に
伴
わ
れ
て
参
拝
し
、
拝
殿
で
修
祓
を
受
け
て
、
石
階
段
の

前
ま
で
進
み
、
持
参
し
た
誓
詞
を
備
え
付
け
の
缶
に
納
め
て
参
拝

し
た
後
、
お
守
り
な
ど
を
貰
っ
て
帰
っ
た
。

　

戦
時
期
の
朝
鮮
に
お
い
て
は
、
個
人
の
思
想
・
信
条
ま
で
を
地

域
（
愛
国
班
）
と
職
域
（
仕
奉
隊
・
学
校
）
か
ら
二
重
に
組
織
化

す
る
「
国
民
運
動
」
の
一
環
と
し
て
、
朝
鮮
民
衆
全
体
に
神
社
参

拝
が
強
制
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
当
時
、
新
聞
記
者
で
あ
っ
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た
中
保
与
作
は
後
に
手
記
で
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

大
戦
勃
発
以
来
毎
月
八
日
の
「
大
詔
奉
戴
日
」
に
は
、
夜

の
し
ら
じ
ら
明
け
切
ら
ぬ
う
ち
か
ら
隣
組
の
旗
を
押
し
立
て

て
神
社
へ
出
か
け
る
が
、
あ
れ
も
大
て
い
は
配
給
を
貰
お
う

が
た
め
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
出
な
い
と
配
給
を
止
め

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

「
俺
は
、
神
社
で
い
つ
も
、
日
本
が
早
く
敗
け
る
よ
う
に

祈
る
ん
だ
」
と
肩
を
聳
や
か
し
た
朝
鮮
人
さ
え
あ
っ
た）

8
（

。

　

神
社
参
拝
し
な
い
者
に
は
配
給
を
割
り
当
て
な
い
と
し
た
り
、

愛
国
班
単
位
で
朝
鮮
民
衆
を
戦
争
協
力
に
駆
り
立
て
た
精
神
動
員

政
策
と
し
て
の
神
社
参
拝
の
強
要
は
、
形
式
的
に
は
貫
徹
し
た
よ

う
に
見
え
る
が
、
朝
鮮
民
衆
の
心
ま
で
は
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

二
、
敗
戦
直
後
の
朝
鮮
の
神
社

　

一
九
四
五
年
八
月
、
日
本
の
敗
戦
の
報
が
伝
わ
る
と
、
朝
鮮
半

島
で
、
朝
鮮
人
よ
る
神
社
・
神
祠
の
焼
き
討
ち
、
破
壊
が
起
こ
っ

た
。
八
月
一
五
日
の
夜
、
平
壌
神
社
が
放
火
さ
れ
た
の
を
は
じ
め

と
し
て
、
相
次
い
で
各
地
の
神
社
・
神
祠
が
破
壊
・
放
火
さ
れ
た
。

朝
鮮
総
督
府
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
八
月
一
六
日
か
ら
の
八
日
間
の

間
に
、
神
祠
・
奉
安
殿
に
対
す
る
破
壊
、
放
火
は
一
三
六
件
に
及

ん
だ
と
い
う）

9
（

。
敗
戦
時
の
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
・
神
祠
数
は
、
約

一
，
〇
〇
〇
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
一
割
程
度
の
神
社
が
焼
き
討

ち
、
破
壊
に
あ
っ
た
と
い
う
計
算
に
な
る
。
こ
の
調
査
で
は
、
警

察
官
署
に
対
す
る
襲
撃
・
占
拠
が
一
四
九
件
あ
っ
た
と
も
記
録
さ

れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
う
し
た
記
録
は
、
朝
鮮
人
に
と
っ
て
、
朝
鮮
総
督

府
に
よ
る
支
配
が
い
か
に
過
酷
で
あ
っ
た
の
か
、
重
苦
し
い
も
の

で
あ
っ
た
の
か
を
反
証
す
る
も
の
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。「
光

復
」
と
い
う
「
解
放
感
」
が
、
支
配
の
象
徴
と
し
て
の
神
社
や
警

察
官
署
へ
の
破
壊
行
動
に
結
び
つ
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

森
田
芳
夫）

（（
（

が
、
こ
の
敗
戦
直
後
の
神
社
に
つ
い
て
、
克
明
に
記

録
し
て
い
る
の
で
、
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

朝
鮮
人
の
手
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
も
の
と
し
て
、
十
五
日

夜
に
平
壌
神
社
、
十
六
日
に
定
州
神
社
・
安
岳
神
社
・
温
井

里
神
祠
、
十
七
日
に
安
州
神
社
・
朔
州
神
祠
・
寧
辺
神
社
・

川
大
里
神
祠
・
載
寧
神
祠
、
十
八
日
に
兼
二
浦
神
社
・
宣
川

神
社
・
博
川
神
社
・
小
鹿
島
神
社
、
二
十
一
日
に
煕
川
神
社
、

新
幕
神
社
も
そ
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
新
幕
神
社
の
神
体
は
十

七
日
ご
ろ
氏
子
総
代
の
手
で
焼
却
さ
れ
た
。
八
月
末
に
安
東

神
社
（
慶
尚
北
道
）、
九
月
二
日
に
江
界
神
社
、
九
月
七
日

に
海
州
神
社
な
ど
が
焼
か
れ
た
報
告
が
あ
る
。
長
淵
神
社
は
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八
月
二
十
日
ご
ろ
在
住
民
と
日
本
軍
の
手
に
よ
り
焼
却
し
、

夢
金
浦
神
祠
・
苔
灘
神
社
は
朝
鮮
人
に
よ
り
と
り
こ
わ
さ
れ

た
。
満
浦
神
社
の
奉
斎
殿
は
、
十
九
日
夜
朝
鮮
人
に
よ
っ
て

焼
か
れ
た
。

浦
項
神
社
は
鳥
居
を
た
き
も
の
に
さ
れ
社
殿
を
こ
わ
さ
れ
、

慶
州
神
社
は
社
殿
の
鍵
を
こ
わ
さ
れ
、
放
火
の
形
跡
が
あ
り
、

通
川
神
祠
は
焼
か
れ
、
杵
城
神
祠
は
祠
殿
破
壊
、
恵
山
神

社
・
南
原
神
社
は
暴
行
に
あ
い
略
奪
さ
れ
た
。
亀
城
神
社
は
、

十
七
日
に
住
民
の
手
で
こ
わ
さ
れ
た
が
、
神
体
は
郵
便
局
長

宅
に
持
ち
帰
ら
れ
た
。
清
津
神
社
は
、
ソ
連
軍
の
兵
火
に
あ

い
全
焼
し
て
宮
司
は
焼
死
し
た
。
城
津
神
社
は
ソ
連
軍
の
軍

用
施
設
に
な
っ
た
。
以
上
、
暴
行
放
火
を
受
け
た
報
告
は
、

北
朝
鮮
の
地
が
多
い）

（（
（

。

さ
ら
に
、
森
田
は
過
去
に
朝
鮮
内
で
起
こ
っ
た
民
族
運
動
に
お

い
て
、
学
校
や
警
察
署
が
放
火
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
神
社

が
焼
か
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、

「
学
校
と
警
察
署
と
は
異
な
っ
て
、
神
社
が
朝
鮮
人
に
と
っ
て
、

今
後
利
用
価
値
の
な
い
施
設
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
が
、
根
本
的
な
原
因
は
、
神
社
参
拝
が
朝
鮮
人
に
と
っ
て

は
民
族
弾
圧
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
不
満
が
神
社
や
奉
安
殿
に
向
け

ら
れ
た
点
も
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。

同
時
に
、
八
月
八
日
の
ソ
連
の
対
日
参
戦
に
よ
り
、
一
週
間
後

に
は
、
朝
鮮
北
部
に
ソ
連
軍
が
進
駐
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
軍
用

基
地
と
し
て
、
神
社
が
利
用
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
過
程
で
、
宮

司
ほ
か
日
本
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
も
記
録
か
ら
は
窺
い
知
れ

よ
う
。

三
、
昇
神
式
の
挙
行
と
そ
の
後
の
神
社

日
本
の
敗
戦
と
い
う
事
態
を
迎
え
、
ソ
連
軍
の
南
下
、
朝
鮮
人

に
よ
る
神
社
の
焼
き
討
ち
、
破
壊
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
な
か
、
朝

鮮
総
督
府
及
び
朝
鮮
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
朝
鮮
の
神
職
が
真
っ

先
に
考
え
た
こ
と
は
、
神
社
の
御
神
体
を
い
か
に
し
て
護
る
か
と

い
う
点
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
森
田
の
記
録
を
元
に

追
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る）

（（
（

。
八
月
一
六
日
午
前
、
朝
鮮
神
宮
宮
司

の
額
賀
大
直
と
権
宮
司
の
竹
島
栄
雄
、
京
城
神
社
宮
司
の
仲
公
の

三
名
は
、
朝
鮮
総
督
府
地
方
課
長
の
本
多
武
夫
と
「
終
戦
ニ
伴
フ

善
後
措
置
」
に
関
し
て
協
議
し
た
。
そ
の
結
果
、
朝
鮮
半
島
の
す

べ
て
の
神
宮
・
神
社
の
昇
神
式
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
、
総
督
府

警
務
局
の
電
話
で
、
咸
鏡
北
道
を
除
く
各
道
庁
に
そ
の
旨
、
通
達

し
た
。
昇
神
式
と
は
、「
神
社
に
お
ま
つ
り
し
て
い
る
神
霊
に
お

帰
り
願
う
儀
式）

（（
（

」
で
あ
る
。
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三
人
の
神
職
と
総
督
府
官
僚
が
協
議
決
定
し
た
指
示
は
、「
一
、

神
霊
ノ
御
昇
神
ヲ
奉
仕
ス
ル
ノ
儀
」、「
二
、
内
地
奉
遷
ヲ
奉
仕
ス

ル
ノ
儀
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
第
一
の
昇
神
式
に
つ
い
て
は
、

「
一
、
境
内
ノ
一
角
ヲ
選
ビ
テ
土
中
申
上
グ
ル
ノ
儀
」、「
二
、
海

中
ニ
沈
メ
奉
ル
ノ
儀
」、「
三
、
御
焼
却
申
上
グ
ル
ノ
儀
」、「
四
、

宮
中
ニ
御
返
納
申
上
グ
ル
ノ
儀
」
と
い
っ
た
方
法
を
提
示
し
た）

（（
（

。

　

こ
の
指
示
に
基
づ
き
、
朝
鮮
神
宮
を
始
め
、
朝
鮮
各
地
の
神
社

で
昇
神
式
が
執
行
さ
れ
た
。

　

朝
鮮
神
宮
に
お
け
る
昇
神
式
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
五
年
八
月

一
五
日
、
社
中
に
お
い
て
慎
重
に
審
議
を
重
ね
て
、「
四
、
宮
中

ニ
御
返
納
申
上
グ
ル
ノ
儀
」
を
持
っ
て
、
御
霊
代
を
宮
中
に
奉
遷

す
る
こ
と
と
し
て
、
翌
一
六
日
早
朝
、
額
賀
宮
司
が
総
督
府
を
訪

れ
、
朝
鮮
総
督
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
て
、
阿
部
信
行
総
督
・

遠
藤
柳
作
政
務
総
監
、
本
多
地
方
課
長
、
高
松
忠
清
祭
務
官）

（（
（

、
額

賀
宮
司
が
協
議
し
て
、
宮
中
奉
遷
を
決
定
し
た
。
一
九
二
五
年
の

鎮
座
祭
の
際
に
は
、
御
霊
代
を
宮
中
よ
り
奉
納
さ
れ
、
正
殿
に
奉

安
し
た
上
、
勅
使
御
祭
文
を
奏
し
て
鎮
座
し
た
と
い
う
先
例
が
あ

り
、
昇
神
式
で
は
そ
の
逆
の
方
法
で
儀
式
を
執
行
す
る
こ
と
と
し

た
）
（（
（

。
権
宮
司
の
竹
島
栄
雄
が
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

…
前
略
…
祭
儀
ヲ
昭
和
二
十
年
八
月
十
六
日
午
後
五
時
斎
行
、

宮
司
以
下
全
員
奉
仕
、
朝
鮮
総
督
府
官
房
地
方
課
長
本
多
武

夫
、
朝
鮮
総
督
府
代
理
ト
シ
テ
朝
鮮
総
督
府
祭
務
官
高
松
忠

清
ヲ
伴
ヒ
テ
参
列
、
無
事
終
了
、
御
鎮
座
二
十
年
ニ
シ
テ
玆

ニ
御
神
儀
ノ
御
遷
座
ヲ
乞
ヒ
奉
リ
タ
リ
。
而
シ
テ
御
霊
代
ハ

八
月
二
十
四
日
、
京
城
飛
行
場
発
飛
行
機
ニ
テ
、
宮
内
省
式

部
次
長
坊
城
俊
良
ニ
托
シ
、
宮
中
ヘ
奉
遷
申
上
ゲ
タ
リ）

（（
（

　

宝
物
で
あ
る
「
明
治
大
帝
御
佩
用
太
刀
（
銘
正
恒
）
一
振
」
は
、

八
月
一
六
日
京
城
飛
行
場
を
発
ち
、
飛
行
機
に
よ
っ
て
、
陸
軍
中

央
調
査
部
勤
務
陸
軍
大
尉
の
仙
石
正
文
に
托
さ
れ
、
宮
中
に
返
納

さ
れ
た
が
、
他
の
神
宝
、
宝
物
、
祭
文
、
調
度
な
ど
は
八
月
一
九

日
夜
か
ら
二
五
日
に
か
け
て
、
一
切
焼
却
さ
れ
た）

（（
（

。

　

正
殿
ほ
か
重
要
建
造
物
は
、
解
体
焼
却
が
至
当
と
判
断
さ
れ
、

朝
鮮
総
督
府
技
手
松
本
芳
夫
と
同
嘱
託
長
谷
川
常
太
郎
に
よ
る
監

督
の
下
で
、
九
月
七
日
か
ら
着
工
し
た
。
工
事
途
中
で
米
軍
政
庁

か
ら
正
殿
解
体
工
事
の
中
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
軍
政
長
官
に
対

し
て
、
神
社
の
本
質
、
日
本
国
民
の
神
社
に
対
す
る
伝
統
的
信
念

な
ど
を
披
瀝
し
て
、
解
体
焼
却
の
了
解
を
求
め
て
、
改
め
て
米
軍

政
庁
か
ら
許
可
を
得
て
、
一
〇
月
七
日
に
完
了
さ
せ
た
。
動
産
及

び
不
動
産
の
処
理
は
、
有
価
証
券
、
現
金
な
ど
六
七
、
六
三
六
円

に
、
米
軍
政
庁
に
命
ぜ
ら
れ
た
宮
司
退
職
に
よ
る
特
別
慰
労
金
二

万
円
の
返
還
金
を
加
え
た
八
七
、
六
三
六
円
が
米
軍
政
庁
に
引
き

継
が
れ
た
。『
京
城
日
報
』
に
は
、「
朝
鮮
内
に
あ
る
神
社
の
規
定
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が
、
軍
政
庁
条
令
五
条
を
以
て
廃
棄
さ
れ
た
の
で
、
朝
鮮
神
宮
の

土
地
、
建
物
、
そ
の
他
の
財
産
は
自
然
新
政
府
に
譲
渡
す
る
こ
と

に
」
な
っ
た
と
額
賀
宮
司
が
発
表
し
た
旨
、
記
事
と
な
っ
た）

（（
（

。

　

朝
鮮
神
宮
の
他
で
も
昇
神
式
は
執
行
さ
れ
た
。
八
月
一
六
日
午

後
三
時
に
京
城
神
社
、
同
日
午
後
八
時
に
元
山
神
社
、
翌
一
七
日

午
前
五
時
に
江
原
神
社
、
同
日
仁
川
神
社
、
一
八
日
夜
に
大
邱
神

社
、
全
羅
北
道
の
裡
里
・
全
州
・
群
山
・
南
原
・
大
場
・
金
堤
の

各
神
社
は
一
八
日
、
全
羅
南
道
の
順
天
神
社
は
一
七
日
、
莞
島
神

社
は
一
八
日
に
、
黄
海
道
の
海
州
神
社
は
一
七
日
、
平
安
南
道
の

鎮
南
浦
神
社
は
一
七
日
、
平
安
北
道
の
江
界
神
社
は
一
九
日
、
江

原
道
の
長
箭
神
祠
は
一
八
日
に
、
馬
山
神
社
は
九
月
四
日
、
密
陽

神
社
は
一
〇
月
五
日
に
執
行
さ
れ
た）

（（
（

。

　

そ
の
内
容
は
、
既
述
の
通
牒
の
方
針
に
従
い
、
御
霊
代
の
焼
却
、

土
中
に
埋
め
る
、
海
中
に
沈
め
る
な
ど
で
あ
っ
た
。
ソ
連
軍
が
侵

攻
し
た
咸
鏡
北
道
の
羅
南
で
は
、
八
月
一
五
日
午
前
三
時
に
、
小

沢
芳
邦
宮
司
が
羅
南
護
国
神
社
の
神
体
を
奉
じ
て
、
羅
南
か
ら
一

二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
山
奥
の
檜
郷
洞
の
山
中
に
避
難
し
、
一
八
日
夜
、

三
洞
嶺
に
深
さ
五
尺
の
穴
を
掘
っ
て
、
神
体
を
埋
め
た
が
、
そ
の

後
、
小
沢
宮
司
は
さ
ら
に
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
山
奥
に
避
難
し
、

逃
避
行
を
続
け
た
と
い
う）

（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
敗
戦
直
後
に
、
朝
鮮
の
神
職
や
総
督
府
官
僚

が
真
っ
先
に
着
手
し
た
仕
事
は
、
神
社
の
御
神
霊
に
内
地
へ
「
お

帰
り
給
う
」
儀
式
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
神
宮
権
宮
司
の
竹
島
栄
雄
は
、

第
一
に
、
神
社
に
対
す
る
暴
行
に
対
し
て
、
神
の
純
潔
性
を
保
と

う
と
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
朝
鮮
の
主
要
神
社
は
、
官
幣
社
・
国

幣
社
と
し
て
国
家
的
社
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
、
神
社

は
宗
教
で
あ
る
が
、
当
時
は
一
般
宗
教
と
異
な
り
、
国
家
神
道
で

あ
っ
た
こ
と
、
第
四
に
、
神
社
は
、
朝
鮮
の
土
地
・
住
民
に
即
し

た
神
を
祀
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
内
地
か
ら
神
霊
を
移
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
五
に
、
天
照
大
神
の
性
格
に
国
魂
神
と

し
て
の
性
格
は
あ
っ
た
が
、
祭
祀
に
際
し
て
は
、
あ
く
ま
で
皇
祖

神
と
し
て
祀
っ
て
い
た
こ
と
が
、
昇
神
式
と
い
う
措
置
を
必
要
と

し
た
と
分
析
し
た）

（（
（

。

　

朝
鮮
総
督
府
祭
務
官
で
あ
っ
た
高
松
忠
清
は
「
神
の
尊
厳
維
持

は
国
家
の
至
上
命
令
で
あ
り
、
そ
の
責
任
は
あ
く
ま
で
国
家
に
あ

っ
た
。
神
職
は
、
官
の
命
に
よ
り
神
社
を
守
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
神
社
を
護
持
す
る
信
仰
団
体
が
朝
鮮
民
間
に
結
成
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
た
め
に
、
昇
神
式
挙
行
の
命
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
」
と
説
明
し
た
と
い
う）

（（
（

。

　

敗
戦
直
後
に
朝
鮮
総
督
府
と
神
職
が
行
っ
た
昇
神
式
の
意
味
は
、

神
の
尊
厳
維
持
、
す
な
わ
ち
朝
鮮
人
や
ソ
連
軍
の
手
に
よ
っ
て
、

神
社
の
御
神
霊
が
犯
さ
れ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
、
昇
神
式
と
は
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
帝
国
日
本
の
国

家
権
力
の
源
泉
を
表
象
し
た
御
霊
代
・
御
宝
物
を
宮
中
に
奉
遷
す

る
儀
式
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
植
民
地
朝
鮮
を
統
治
し
て
い

た
権
能
が
日
本
「
内
地
」
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
儀
式
で

あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

敗
戦
直
後
の
朝
鮮
の
神
社
が
、
焼
き
討
ち
、
破
壊
と
い
っ
た
末

路
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
、「
究
極
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
」

と
厳
し
く
断
罪
す
る
論
者
も
存
在
す
る）

（（
（

。
朝
鮮
に
い
た
宮
司
や
在

朝
日
本
人
の
目
線
か
ら
当
時
の
状
況
を
見
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
評

価
に
同
感
す
る
人
々
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
戦
時

下
の
朝
鮮
に
お
い
て
、
朝
鮮
総
督
府
に
よ
る
神
社
参
拝
強
制
な
ど

の
「
皇
国
臣
民
化
」
政
策
に
よ
っ
て
、
民
族
性
を
奪
わ
れ
る
日
本

人
化
政
策
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
、
多
く
の
朝
鮮
の
人
々
の
目
に
は
、

日
本
の
民
族
宗
教
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
神
社
は
支
配
の
象
徴

と
し
て
日
常
的
に
映
し
出
さ
れ
て
い
た
。

　

日
本
の
植
民
地
支
配
の
終
焉
は
、
植
民
地
下
に
お
か
れ
て
い
た

人
々
に
と
っ
て
は
、「
光
復
」
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
秩
序
が
崩

壊
す
る
瞬
間
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
神
社
の
焼
き
討
ち
・
破
壊
は
、

朝
鮮
の
人
々
に
よ
る
日
本
の
支
配
を
拒
否
す
る
感
情
の
顕
れ
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
記
憶
」
は
、
そ
の
後
も
、

韓
国
・
朝
鮮
の
人
々
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

一
方
で
、
朝
鮮
総
督
府
が
敗
戦
の
報
を
受
け
て
、
真
っ
先
に
行

っ
た
こ
と
が
、
在
朝
日
本
人
引
揚
者
に
対
す
る
手
当
で
は
な
く
、

神
社
の
御
霊
代
・
御
宝
物
を
宮
中
に
奉
還
す
る
昇
神
式
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
当
時
の
帝
国
日
本
が
国
民
よ
り
も
「
神
」
の
帰
還
を

重
要
視
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
戦
後
、
ソ
連
兵

の
略
奪
・
暴
行
な
ど
と
相
俟
っ
て
、
引
揚
者
の
「
記
憶
」
の
中
に

「
棄
民
」
の
意
識
が
残
っ
て
い
く
一
つ
の
契
機
に
も
な
っ
た
。

　

敗
戦
直
後
の
朝
鮮
の
神
社
を
見
る
こ
と
で
、
帝
国
日
本
に
と
っ

て
、
神
社
が
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
を
、
そ
し
て
、
植

民
地
朝
鮮
に
と
っ
て
、
神
社
が
い
か
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
の
両

側
面
か
ら
の
意
味
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

註（
1
）　

佐
藤
弘
毅
「
戦
前
の
海
外
神
社
Ⅱ
─
朝
鮮
・
関
東
州
・
満
州
国
・

中
華
民
国
─
」（『
神
社
本
廳
教
學
研
究
所
紀
要
』
三
号
、
一
九

九
八
年
二
月
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
四
年
五
月
に
お
け
る
神
社
・

神
祠
数
は
九
九
五
と
さ
れ
る
。
森
田
芳
夫
『
朝
鮮
終
戦
の
記
録

─
米
ソ
両
軍
の
進
駐
と
日
本
人
の
引
揚
─
』（
巌
南
堂
書
店
、
一

九
六
四
年
）
一
〇
八
頁
の
第
14
表
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
五
年
六

月
に
お
け
る
神
社
・
神
祠
数
は
一
、
一
四
一
と
さ
れ
て
い
る
。
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（
2
）　

「
韓
国
併
合
」
以
前
の
朝
鮮
の
神
社
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「「
韓

国
併
合
」
以
前
に
お
け
る
在
朝
日
本
人
創
建
神
社
の
性
格
に
つ

い
て
」（「
日
韓
相
互
認
識
」
研
究
会
編
『
日
韓
相
互
認
識
』
二
号
、

二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、「
韓
国
併
合
」
前
後
の

朝
鮮
に
お
け
る
神
社
政
策
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
植
民
地
朝
鮮

に
お
け
る
「
国
家
祭
祀
」
の
整
備
過
程
」（
君
島
和
彦
編
『
近
代

の
日
本
と
朝
鮮
─
「
さ
れ
た
側
」
の
視
座
─
』
東
京
堂
出
版
、

二
〇
一
四
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）　

同
右
「「
韓
国
併
合
」
以
前
に
お
け
る
在
朝
日
本
人
創
建
神
社
の

性
格
に
つ
い
て
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
4
）　

京
城
居
留
民
団
役
所
編
『
京
城
発
達
史
』（
同
、
一
九
一
二
年
）

四
五
一
頁
。

（
5
）　

朝
鮮
総
督
長
谷
川
好
道
発
内
閣
総
理
大
臣
原
敬
宛
「
朝
鮮
神
社

に
関
す
る
件
」
一
九
一
七
年
一
二
月
一
六
日
内
秘
第
四
三
四
号
、

『
公
文
書
類
聚
』
四
三
編
第
二
八
巻
（
国
立
公
文
書
館
附
属
文
書
、

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
Ａ
２
０

０
１
１
２
０
０
１
７
３
５
）

（
6
）　

同
右
。

（
7
）　

吉
田
貞
治
「
朝
鮮
神
宮
の
年
中
祭
祀
」（『
朝
鮮
』
二
四
六
号
、

朝
鮮
総
督
府
、
一
九
三
七
年
一
〇
月
）
三
七
～
三
八
頁
。

（
8
）　

中
保
与
作
「
掠
奪
と
赤
色
の
劫
火
」（『
秘
録
大
東
亜
戦
争
史　

朝
鮮
篇
』
富
士
書
苑
、
一
九
五
三
年
）
三
三
三
頁
。

（
9
）　

前
掲
『
朝
鮮
終
戦
の
記
録
─
米
ソ
両
軍
の
進
駐
と
日
本
人
の
引

揚
─
』
九
四
頁
・
第
一
三
表
参
照
。

（
10
）　

同
右
。

（
11
）　

森
田
芳
夫
は
、
解
放
直
後
、「
京
城
日
本
人
世
話
人
会
」
に
勤
務

し
、
一
九
四
六
年
二
月
に
福
岡
に
引
き
揚
げ
、（
財
）
在
外
同
胞

援
護
会
副
参
事
、
引
揚
援
護
庁
勤
務
を
経
て
、
五
〇
年
七
月
か

ら
五
三
年
四
月
ま
で
外
務
省
調
査
員
、
同
年
五
月
か
ら
法
務
省

入
局
管
理
局
（
引
揚
課
）
事
務
官
、
五
九
年
八
月
か
ら
外
務
省

ア
ジ
ア
局
（
北
東
ア
ジ
ア
課
）
事
務
官
、
七
二
年
八
月
よ
り
在

大
韓
民
国
・
日
本
国
大
使
館
参
事
官
（
七
五
年
三
月
帰
国
）
の
後
、

七
五
年
四
月
三
〇
日
外
務
省
を
定
年
退
職
し
た
。
そ
の
後
も
日

本
語
教
授
と
し
て
、
韓
国
の
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
（
町
原
ひ

ろ
子
「
森
田
芳
夫
─
地
味
な
日
韓
交
流
の
担
い
手
─
」
舘
野
晳

編
著『
韓
国
・
朝
鮮
と
向
き
合
っ
た
36
人
の
日
本
人
─
西
郷
隆
盛
、

福
沢
諭
吉
か
ら
現
代
ま
で
─
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一

七
七
頁
）。

（
12
）　

前
掲
『
朝
鮮
終
戦
の
記
録
─
米
ソ
両
軍
の
進
駐
と
日
本
人
の
引

揚
─
』（
巌
南
堂
書
店
、
一
九
六
四
年
）
一
一
二
～
一
一
三
頁
。

（
13
）　

同
右
書
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
。

（
14
）　

同
右
書
一
〇
七
～
一
一
四
頁
。

（
15
）　

同
右
書
一
〇
九
頁
。

（
16
）　

竹
島
栄
雄
（
朝
鮮
神
宮
権
宮
司
）「
終
戦
後
の
朝
鮮
神
宮
（
一
九

四
五
年
末
神
社
庁
提
出
報
告
書
）」（
森
田
芳
夫
・
長
田
か
な
子

編
『
朝
鮮
終
戦
の
記
録 

資
料
篇
第
二
巻 

南
朝
鮮
地
域
の
引
揚
と

日
本
人
世
話
会
の
活
動
』
巌
南
堂
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
一
六

四
～
一
六
七
頁
所
収
。

（
17
）　

高
松
忠
清
は
、
朝
鮮
神
宮
初
代
宮
司
で
あ
っ
た
高
松
四
郎
の
息

子
で
あ
る
。

（
18
）　

前
掲
「
終
戦
後
の
朝
鮮
神
宮
（
一
九
四
五
年
末
神
社
庁
提
出
報

告
書
）」
一
六
五
頁
。
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（
19
）　

同
右
。

（
20
）　

同
右
。

（
21
）　

同
右
一
六
六
～
一
六
七
頁
。

（
22
）　

前
掲
『
朝
鮮
終
戦
の
記
録
─
米
ソ
両
軍
の
進
駐
と
日
本
人
の
引

揚
─
』
一
一
二
頁
。

（
23
）　

同
右
。

（
24
）　

同
右
書
一
一
一
頁
。

（
25
）　

同
右
。

（
26
）　

菅
浩
二
『
日
本
統
治
下
の
海
外
神
社
─
朝
鮮
神
宮
・
台
湾
神
社

と
祭
神
─
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
序
章
参
照
。


